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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主番組データ及び副番組データを番組放送装置から受信する受信手段と、
　上記受信手段が受信した副番組データが出力されたかどうかを検査する副番組出力検査
手段と、
　上記副番組出力検査手段の検査結果に基づいて、主番組データを、副番組データが視聴
されると画面に出力し、副番組データが視聴されないと画面に出力しないように制御する
番組出力制御手段とを備え、
　副番組データ用の領域を複数に分け、過去の副番組データの履歴を残す表示出力を行う
出力手段をさらに備えることを特徴とする番組受信装置。
【請求項２】
　主番組データ及び副番組データを番組放送装置から受信する受信手段と、
　上記受信手段が受信した副番組データが出力されたかどうかを検査する副番組出力検査
手段と、
　上記副番組出力検査手段の検査結果に基づいて、主番組データを、副番組データが視聴
されると画面に出力し、副番組データが視聴されないと画面に出力しないように制御する
番組出力制御手段とを備え、
　上記受信手段が受信した主番組データ及び副番組データを蓄積する蓄積手段と、
　上記蓄積手段に蓄積された副番組データの受信日時が、出力しようとしている主番組デ
ータの受信日時よりも新しいかどうかを検査する副番組蓄積検査手段とをさらに備え、
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　上記番組出力制御手段は、上記副番組出力検査手段の検査結果に加え、さらに上記副番
組蓄積検査手段からの検査結果が、出力しようとしている主番組データより受信日時が新
しい副番組データを蓄積済みであることを示していなければ、主番組データを画面に出力
しないように制御することを特徴とする番組受信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、インターネットにおけるビデオ等の放送に用いられる、番組放送装置、番組
受信装置及び番組放送システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　現在、インターネットを通してテレビのようなビデオ映像の放送を視聴するシステムが
普及し始めている。このシステムには二種類あり、一つはビデオデータ全体をダウンロー
ドし終わってから再生する方式（以下、一括ダウンロード方式と呼ぶ）で、もう一つはビ
デオデータをダウンロードしながら再生する方式（以下、ストリーミング方式と呼ぶ）で
ある。
【０００３】
　一括ダウンロード方式は、再生画像を見る前にデータをダウンロードするのにかかる時
間待たされるという問題があるが、一度ダウンロードしてしまえば、ネットワークの速度
や混み具合によらずに、安定した再生画像が得られるという長所がある。しかし、ダウン
ロードされたデータはコピーしても利用可能でコピーによる劣化がないため、著作権のあ
るデータをこの方式で配布するのは問題がある。
【０００４】
　ストリーミング方式は、再生画像の画質がネットワークの速度に左右され、ネットワー
クが混んでいると再生画像が乱れるという問題があるが、再生画像を見る前に待たされる
時間は短いという長所がある。また、データを蓄積しないようにできるため、著作権のあ
るデータの配布もやりやすい。この方式のシステムとしてはリアルネットワークス社のリ
アルプレイヤー等が有名である。
【０００５】
　また、番組とコマーシャルとを対応させて再生する放送システムとしては特開平１０-
７９７１１号公報に開示されている技術がある。これは、番組情報の中に、その番組の視
聴者に見てもらいたいコマーシャルの情報を多重化しておくもので、放送受信機には蓄積
部を持ち、そこにコマーシャル情報を蓄積し、視聴者はコマーシャルに対する自分の嗜好
を登録することができ、その嗜好を基にして視聴者に最適なコマーシャルが番組に挿入さ
れる機能を有するものである。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　上記従来のインターネットを通してのビデオ映像の放送を視聴するシステムのうち、一
括ダウンロード方式では、再生画像を見る前にデータをダウンロードする時間だけ待たさ
れるという問題と、ダウンロードされたデータは何度もコピーして利用可能であるという
著作権問題があった。
【０００７】
　一方、ストリーミング方式では、再生画像の画質がネットワークの速度に左右されネッ
トワークが混んでいると再生画像が乱れるという問題があった。
【０００８】
　また、前記特開平10-79711号公報に開示されている技術においては、番組を高画質で送
信する技術及び不正コピー等の著作権問題を防ぐ技術に関しては、何ら記載されていない
。
【０００９】
　本発明は上記のような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、回線の
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混み具合に左右されることなく高画質な主番組データを視聴可能とする番組放送装置、番
組受信装置及び番組放送システムを提供することにある。
【００１０】
　また本発明の目的は、上記目的に加えて、コマーシャル等の副番組データを見なければ
主番組データが出力されないように構成することにより、主番組データをコピーしようと
してもコマーシャル等の副番組データがないと主番組データを出力しないようにして、例
えば不正コピー等の著作権問題を防ぐことができる番組放送装置、番組受信装置及び番組
放送システムを提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明の番組放送装置は、主番組データ及び副番組データを
番組受信装置へ送信する番組放送装置において、上記番組受信装置において副番組データ
が視聴されないと主番組データが出力されないように、主番組データ及び副番組データと
、上記主番組データへの上記副番組データの挿入タイミングを設定するために用いられる
副番組挿入タイミング情報とを送信する送信手段を備えたことを特徴とするものである。
【００１２】
　また、上記送信手段は、上記番組受信装置において画面全体に出力される主番組データ
および副番組データを送信することが好ましい。
【００１３】
　また、上記送信手段は、複数の副番組データと、上記主番組データへの上記複数の副番
組データの挿入タイミングを設定するために用いられる副番組挿入タイミング情報とを送
信することが好ましい。
【００１４】
　上記番組放送装置は、視聴者の嗜好に基づいて、上記番組受信装置に送信する副番組デ
ータを選択する副番組選択手段をさらに備え、上記送信手段は、上記副番組選択手段が選
択した副番組データを送信することが好ましい。
【００１５】
　上記課題を解決するため、本発明の番組放送装置は、主番組データ及び副番組データを
番組受信装置へ送信する番組放送装置において、
　主番組データ及び副番組データと、上記主番組データへの上記副番組データの挿入タイ
ミングを設定するために用いられる副番組挿入タイミング情報とを送信する送信手段と、
上記番組受信装置より送信される視聴者情報に基づいて、上記番組受信装置に送信する副
番組データを選択する副番組選択手段とを備え、上記送信手段は、上記副番組選択手段が
選択した副番組データを送信することを特徴とするものである。
【００１６】
　上記課題を解決するため、本発明の番組放送システムは、主番組データ及び副番組デー
タを送信する番組放送装置と、当該番組放送装置から送信された主番組データ及び副番組
データを受信する番組受信装置とからなる番組放送システムにおいて、上記番組受信装置
は、視聴者情報を登録する視聴者情報登録手段と、上記視聴者情報登録手段に登録された
視聴者情報を上記番組放送装置に送信する送信手段とを備え、上記番組放送装置は、上記
番組受信装置から送信された視聴者情報を受信する受信手段と、上記視聴者情報に基づい
て、上記番組受信装置に送信する副番組データを選択する副番組選択手段と、上記主番組
データへの上記副番組データの挿入タイミングを設定するために用いられる副番組挿入タ
イミング情報を送信する送信手段とを備えたことを特徴とするものである。
【００１７】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１８】
　［実施の形態１］図１は本発明による番組放送システムの概略構成を示すブロック図で
ある。
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【００１９】
　図１において、１００は主番組データ（コンテンツ）及び副番組データ（コマーシャル
）を送信する番組放送装置で、１０１は番組放送装置１００から送信された主番組データ
及び副番組データを受信して出力する番組受信装置であり、本実施の形態の番組放送シス
テムは、これら番組放送装置１００及び番組受信装置１０１から構成される。
【００２０】
　１０２は主番組データ及び副番組データを送信する送信手段で、１０８は番組受信装置
１０１側から送られてきた視聴者情報等を受信する受信手段で、どちらも番組放送装置１
００側に備えられる。１０３は番組放送装置１００から送信された主番組データ及び副番
組データを受信する受信手段で、１０４は受信された主番組データ及び副番組データのう
ち少なくとも主番組データを蓄積する蓄積手段で、１０５は副番組データが視聴されると
主番組データを出力し副番組データが視聴されないと主番組データを出力しないように制
御する番組出力制御手段で、１０６は主番組データ及び副番組データを出力する出力手段
で、１０７は視聴者情報等を番組放送装置１００側に送信する送信手段である。１０３か
ら１０７は、番組受信装置１０１に備えられる。
【００２１】
　送信手段１０７から送信される視聴者情報の１つであるユーザー識別子は、番組受信装
置１０１の中に組み込まれているROM（読み出し専用メモリー）に記録しておく。例えば
、IEEE1394機器や、イーサネット（登録商標）ボードには、EUI64（Extended Unique ID 
64Bit:６４ビットの機器固有ＩＤ）やEUI48（Extended Unique ID48Bit:４８ビットの機
器固有ＩＤ）と呼ばれる唯一の番号が割り当ててあるので、これをユーザー識別子として
使うことができる。
【００２２】
　また、番組受信装置１０１購入時にユーザー（視聴者）に好みのユーザー識別子を入力
してもらい、そのユーザー識別子が唯一のものかをチェック後にそれをユーザー識別子と
して使用することも考えられる。そうすれば、番組受信装置１０１毎ではなくユーザー（
視聴者）毎に識別子を設定できるため、家族数人で同じ番組受信装置１０１を使う場合は
、家族のうちのどの人が使用中かをユーザー識別子で判定することができる。この場合の
ユーザー識別子は番組受信装置１０１の中に組み込まれている書き換え可能な不揮発性メ
モリーに記録する。
【００２３】
　なお、前記ROM及び書き換え可能な不揮発メモリーは図1に示されていないが、番組受信
装置１０１に備えられているメモリーである。
【００２４】
　番組放送装置１００では、主番組データ及び副番組データのうち、まず主番組データだ
けを送信する。すなわち、番組放送装置１００の受信手段１０２は、副番組データの送信
前に主番組データを予め送信するものである。これは番組放送装置１００側にて選択した
主番組データを次々と送信し続けることにしてもよいし、ユーザー（視聴者）の希望に応
じて主番組データを送信するようにしてもよい。
【００２５】
　また、ユーザー（視聴者）が放送局のＷＥＢサイト（番組放送装置１００側）に接続し
て、ある主番組データタイトルをリクエストすると、その日の夜中の間にユーザー（視聴
者）の番組受信装置１０１に、その主番組データが番組放送装置１００から送信され、番
組受信装置１０１の蓄積手段１０４に主番組データが蓄積されているという例が考えられ
る。
【００２６】
　なおＷＥＢサイトとは、インターネットで情報を公開しているコンピュータがある場所
のことである。
【００２７】
　ユーザー（視聴者）がこの蓄積された主番組データを見るときには、副番組データと一
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緒でなければ見ることができないように番組出力制御手段１０５が出力を制御しているの
で、例えば、ユーザー（視聴者）は放送局のＷＥＢサイト（番組放送装置１００側）に接
続し、視聴時に副番組データを受信しながら主番組データを出力することになる。
【００２８】
　または、番組放送装置１００の送信手段１０２が主番組データ及び副番組データのうち
いずれか一方の送信を完了した後に他方を送信して、番組受信装置１０１では、番組放送
装置１００から受信した副番組データの受信日時が主番組データよりも新しければ、副番
組データも番組受信装置１０１の蓄積手段１０４に蓄積してもよいとして、深夜のうちに
主番組データの長さに見合った分量の副番組データを、例えば主番組データの１／１０の
長さの副番組データを蓄積手段１０４に蓄積しておいてもよい。そうすれば、番組視聴時
に番組受信装置１０１は番組放送装置１００側に接続する必要はなくなり、また番組受信
装置１０１側が番組放送装置１００側に対して、視聴者情報である前記ユーザー識別子と
副番組識別子（コマーシャルの種類を特定するための識別子）の情報を送信するのは、ユ
ーザー（視聴者）が副番組データを見た直後でなくてもよく、例えば1日に１回その日に
視聴された副番組データの情報をまとめて番組放送装置１００側に送信すればよい。
【００２９】
　［実施の形態２］実施の形態２として、実施の形態1の番組放送システムの番組受信装
置１０１において、出力手段１０６による主番組データ及び副番組データの分割表示出力
について説明する。
【００３０】
　本実施の形態では、図２に示すように、主番組データ用の領域２０１を画面縦横比を変
えずにそのまま縮小して、空いた領域に副番組データ２０２を表示して、主番組データ用
の領域２０１と副番組データ用の領域２０２とに画面を分割して表示する。
【００３１】
　なお、主番組データの任意の表示領域を分割して副番組データを表示しても良い。
【００３２】
　［実施の形態３］実施の形態３として、実施の形態1の番組放送システムの番組受信装
置１０１において、上記実施の形態２とは異なる出力手段１０６による主番組データ及び
副番組データの表示出力について説明する。
【００３３】
　本実施の形態では、図３に示すように、画面全体を主番組データ用の領域３０１にして
、副番組データ３０２を主番組データ用の領域３０１にスーパーインポーズする。
【００３４】
　なお、実施形態３においては、副番組データであるコマーシャルを文字列形式の表示デ
ータとして、それをニュース速報のような形でスーパーインポーズするようにしてもよい
。
【００３５】
　［実施の形態４］実施の形態４として、実施の形態1の番組放送システムの番組受信装
置側１０１において、出力手段１０６からの主番組データ及び副番組データそれぞれの出
力のタイミングについて説明する。
【００３６】
　現在のテレビ放送では、主番組データ表示の際も副番組データ表示の際も画面全体を使
い、主番組データをほぼ一定時間出力する毎に副番組データを短時間挿入することがよく
行われている。
【００３７】
　このような放送方法では、どのようなタイミングで副番組データを挿入するかを設定す
ることが必要であり、そのためには番組受信装置１０１側で適当な間隔毎に副番組データ
を挿入する方法と、番組放送装置１００側が副番組データを挿入するタイミングを指定す
る方法とがある。前者の方法の出力としては、例えば主番組データを１５分出力後に副番
組データを1分出力するというのを繰り返すというような方法が考えられる。
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【００３８】
　また後者の方法の例としては、副番組データを挿入するタイミングの情報（副番組挿入
タイミング情報）を主番組データと一緒に番組受信装置１０１に送信しておく必要がある
。
【００３９】
　そこで、本実施の形態４では番組放送装置１００の送信手段１０２が、主番組データへ
の副番組データの挿入タイミングを設定する副番組挿入タイミング情報を送信し、番組受
信装置１０１の受信手段１０３がその副番組挿入タイミング情報を受信する。
【００４０】
　この副番組挿入タイミング情報の記述には、例えば図４で示されるようなリスト（デー
タ）を用いる。リスト１行目「LengthOfContent=02:00:00」により主番組データの長さは
２時間であることが示され、リスト２行目「TimeOfCM1=00:10:00-00:11:30」により番組
開始より10分後から11分30秒後までの間に最初の副番組データが挿入されることが示され
る。リスト３行目以降はリスト２行目と同様に副番組データを挿入する時間を示しており
、20分毎に1分30秒間副番組データが挿入されることを示す記述になっている。
【００４１】
　主番組データと、副番組データの区別をつける一手法としては、各データの最初に、主
番組データなのか副番組データなのかの種別を表すバイトを付加する方法がある。例えば
、最初のバイトが０なら主番組データで、１なら副番組データというように決めておけば
よい。また、副番組データの出力のされ方も番組放送装置１００側で制御したいなら、出
力方法も含めてこの最初のバイトで示すようにすればよい。例えば、最初のバイトが０な
ら主番組データとして、１以上なら副番組データだが、副番組データについては最初のバ
イトが１の場合は図２（実施の形態２）のように出力され、２の場合は図３（実施の形態
３）のように出力され、３の場合は主番組データ表示の際も副番組データ表示の際も画面
全体を使い、主番組データを一定時間出力する毎に副番組データを短時間挿入するという
方法で出力されるようにすることができる。副番組データの挿入時間の例として、主番組
データを１５分毎に出力する毎に、副番組データを１分挿入するなどの時間設定が可能な
ものとする。
【００４２】
　なお、副番組データは、番組放送装置１００から受信しながら番組受信装置１０１で出
力するストリーミング方式で出力してもよいし、番組受信装置１０１の蓄積手段１０４に
一度蓄積してから出力する一括ダウンロード方式で出力してもよい。
【００４３】
　［実施の形態５］次に、実施の形態１の番組放送システムにおける主番組データを蓄積
する処理について、図５のフローチャートにより説明する。
【００４４】
　番組受信装置１０１側はユーザー（視聴者）によって指示された主番組データを送信手
段１０７を用いて番組放送装置１００側にリクエストする（S501）。番組放送装置１００
側では主番組データを送信するので、それを番組受信装置１０１側で受信手段１０３を用
いて受信し、蓄積手段１０４に蓄積する（S502）。これで、主番組データの受信及び蓄積
は終了するが、番組出力制御手段１０５によって副番組データを視聴しないと主番組デー
タの出力ができないように制御されているので、主番組データのみを出力することはでき
ない。
【００４５】
　また、上記ではユーザー（視聴者）が見たい主番組データを指示するものであるが、番
組放送装置１００側が勝手に主番組データを選択して次々と主番組データを送信する場合
は、番組受信装置１０１側は送信されている主番組データをひたすら蓄積し続けることに
なる。蓄積手段１０４に蓄積するための空き容量が無くなった場合の処理としては、(1)
受信日時の古い主番組データを消去、(2)一度以上視聴された主番組データを消去、(3)ユ
ーザー（視聴者）の嗜好に合っていないと思われる主番組データを消去、またはこれらの
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組み合わせが考えられる。
【００４６】
　次に、上記のようにして番組受信装置１０１の蓄積手段１０４に蓄積された主番組デー
タを出力する処理について、図６のフローチャートにより説明する。
【００４７】
　番組受信装置１０１はユーザー（視聴者）から主番組データ出力の指示を受けると、番
組放送装置１００側に接続し、副番組データを受信し始める（S601）。副番組データが受
信され始めたら、番組受信装置１０１において、番組出力制御手段１０５の制御により出
力手段１０６が主番組データ及び副番組データを画面に出力するとともに、視聴者情報と
副番組識別子とを番組放送装置１００に送信する（S602）。番組放送装置１００側は、こ
の情報を利用して、どのユーザー（視聴者）がどの副番組データを見たかがわかる。そし
て、主番組データが終わるまで出力をし続ける（S603）。
【００４８】
　なお、ユーザー（視聴者）が番組受信装置１０１に停止動作を指示した時も出力は停止
される。ユーザー（視聴者）による出力停止等の番組出力に関する操作手段は、図面には
示されていないが、ボタン等の操作入力手段を設けることにより操作することができる。
【００４９】
　また、上記したように、本実施の形態において、番組放送装置１００の送信手段１０２
は、主番組データを予め送信した後に、受信側の視聴時に副番組データを送信するもので
ある。
【００５０】
　［実施の形態６］上記実施の形態２で示したような、主番組データ用の領域と副番組デ
ータ用の領域との分割表示において、副番組データ用の領域をさらに複数に分けて、過去
の副番組データの履歴を残しておくこともできる。この場合の例を図７に示す。図７にお
いて、主番組データが表示される領域７０１と、副番組データが表示される領域７０２か
ら７０８に画面を分割している。副番組データ表示領域では、さらに７０２から７０８の
７画面に分割している。
【００５１】
　そして、各副番組データの内容について過去の履歴を残す方法として、例えば副番組デ
ータのある時点での静止画を表示する方法もあるし、副番組データの最初から出力（再生
）を繰り返して動画を表示する方法もある。また、過去の副番組データは静止画状態にし
ておき、ユーザー（視聴者）が番組受信装置１０１のボタン等の入力手段を使って過去の
副番組データのどれかを選択し、選択された副番組データを再び再生すれば、ユーザー（
視聴者）に対して副番組データを対応付けし易く、その再生された副番組識別子と視聴者
情報とが番組放送装置１００側に送信される仕組みを実現することができる。
【００５２】
　本実施の形態６における番組受信装置１０１側の処理フローを図８に示す。まず、番組
放送装置１００と通信を開始して、副番組データを得て、この副番組データをカレント副
番組データ（番組受信装置１０１の画面にその時点で出力する副番組データ）に設定する
(S801)。
【００５３】
　次に副番組データを受信しながら蓄積手段１０４に蓄積してある主番組データを画面の
主番組データ用の領域７０１に出力し、カレント副番組データも画面の副番組データ用の
領域７０２から７０８のいずれか１つの領域に出力する。そして、カレント副番組データ
の副番組識別子と視聴者情報を番組放送装置１００側に送信する（S802）。
【００５４】
　蓄積手段１０４に蓄積されている主番組データを全部出力し終えたら出力は終了する（
S803）。そうでなければカレント副番組データを再生し終えたかチェックする(S804)。
【００５５】
　まだカレント副番組データの再生中の場合は、基本的にはS802に戻るが、ユーザー（視
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聴者）が静止画状態になっている各副番組データの領域７０２から７０８のいずれか１つ
の選択を行うことができる場合(S805)、例えばカーソルキーで副番組データの領域７０２
から７０８を選択してボタンを押す等の操作を行うことができる場合は、その選択した副
番組データがカレント副番組データに設定される(S811)。そしてその副番組データの再生
が開始される(S809)。
【００５６】
　ユーザー（視聴者）が選択した副番組データを再生している間に受信されている副番組
データについては蓄積手段１０４に蓄積しておいて、その副番組データの表示はその時点
では静止画にしておく。これは後で(S807,S808の処理で)再生されることになる。
【００５７】
　S804でカレント副番組データを再生し終えていた場合、受信日時の新しい副番組データ
の受信がされているか調べる(S806)。受信日時の新しい副番組データが受信されているの
であれば、それまでカレント副番組データとして再生していた副番組データの再生を停止
して、副番組データ中のある特定の静止画表示に切り替え、受信日時の新しい副番組デー
タをカレント副番組データに設定して再生を開始する(S810)。
【００５８】
　この時、画面に副番組データ再生用の新たな領域がない場合は、例えば、カレント副番
組データに設定された副番組データはその時点で最新の副番組データと認識するなどして
、受信日時の一番古い副番組データを消去して領域を一つずつずらして領域を確保する。
図７においては、まず「副番組１」７０２の領域で副番組データを再生し、新たな副番組
データが受信され始めたら「副番組１」７０２の領域は静止画の表示に切り替え、「副番
組２」７０３の領域で新たな副番組データの再生を開始する。新たな副番組データが受信
されるたびに「副番組３」７０４、「副番組４」７０５、「副番組５」７０６、「副番組
６」７０７、の領域で再生していき、「副番組７」７０８の領域まで使い尽くすと、次に
新たな副番組データが受信されたときには、「副番組n」の領域に表示されているものを
「副番組n-1」に移し（ここでn=2～7）、「副番組７」７０８の領域で新たな副番組デー
タの再生を開始する。
【００５９】
　受信日時の新しい副番組データが受信されていなかった場合は、まだ再生されていない
副番組データがあるか調べ(S807)、なければそれまで再生していたカレント副番組データ
をまた最初から再生し始め、あれば、まだ再生されていない副番組データのうち受信日時
の一番古い副番組データを選択して、カレント副番組データに設定し(S808)、再生を開始
する（S809）。
【００６０】
　なお、受信日時が一番古い副番組データに限定する必要はなく、ランダムに選択しても
よいし、受信日時が一番新しいものを選択してもよいし、ユーザー（視聴者）の嗜好に一
番合っていると予想されるものを選択してもよい。
【００６１】
　［実施の形態７］実施の形態４で示したような出力方法の場合、主番組データを出力し
ている間は副番組データを蓄積しておき、主番組データと同等の高画質な副番組データを
出力させることができるようになる。本実施の形態では、このような処理について説明す
る。
【００６２】
　本実施の形態の番組受信装置１０１の処理フローを図９に示す。まず、番組放送装置１
００と通信を開始して、副番組データを得て(S901)、この副番組データを蓄積手段１０４
に蓄積しながら、蓄積手段１０４に予め蓄積されていた主番組データを出力し始める(S90
2)。
【００６３】
　主番組データを出力し終えたら終了する(S903)が、そうでなければ、副番組データを出
力するタイミングかどうかをチェックする(S904)。これは、図４のような副番組挿入タイ
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ミング情報（データ）が主番組データに付いていた場合はこれをもとにチェックするが、
図４のような副番組挿入タイミング情報（データ）が特に用意されていない場合は番組受
信装置１０１側で適当な値（例えば１５分主番組データを出力した後、副番組データを１
分出力する等）を設定することになる。
【００６４】
　副番組データを出力するタイミングでないならS902に戻り、主番組データの出力を続け
る。副番組データを出力するタイミングであるなら、主番組データの出力を中断し、それ
までに蓄積された副番組データの出力を行う。これは図４のようなデータが用意されてい
る場合はこのデータに記述されている時間だけ副番組データを出力するが、用意されてい
ない場合は番組受信装置１０１側で適当に設定した時間（前記した例では１分）だけ副番
組データを出力する（S905）。
【００６５】
　その後、副番組識別子と視聴者情報を番組放送装置１００側に送信する(S906)。これで
番組放送装置１００側はどのユーザー（視聴者）がどの副番組データを見たかチェックで
きることになる。そしてS902に戻って、主番組データの出力を再開する。
【００６６】
　［実施の形態８］実施の形態1の番組放送システムにおいて、番組受信装置１０１に番
組出力制御手段１０５を設けることによって、副番組データを視聴しながらでなければ主
番組データを出力できない構成としたが、この構成のより具体的な例について説明する。
【００６７】
　（1）副番組受信検査手段
　実施の形態1の番組放送システムにおいて、副番組データの検査手段を受信段階で行う
例を図１０に示す。なお、実施の形態1を示す図１と共通部分については同符号を付与し
ている。
【００６８】
　副番組受信検査手段１００９は、受信手段１０３にて副番組データが受信されているか
を検査する手段である。番組出力制御手段１０５では、副番組受信検査手段１００９から
の検査結果が副番組受信中でなければ、主番組データを出力手段１０６から出力しないよ
うに制御する。
【００６９】
　なおここでは、番組放送装置１００の送信手段１０２が、主番組データを予め送信した
後に、受信側の視聴時に副番組データを送信する場合に適応される。
【００７０】
　（2）副番組データ出力検査手段
　実施の形態1の番組放送システムにおいて、副番組データの検査手段を出力段階で行う
例を図１１に示す。なお、実施の形態1を示す図１と共通部分については同符号を付与し
ている。
【００７１】
　副番組出力検出手段１１０９は、出力手段１０６にて副番組データが出力されているか
を検査する手段である。番組出力制御手段１０５では、副番組出力検査手段１１０９から
の検査結果が副番組出力中でなければ、主番組データを出力手段１０６から出力しないよ
うに制御する。
【００７２】
　なおここでは、番組放送装置１００の送信手段１０２が、主番組データ及び副番組デー
タを予め送信しておき、受信側の蓄積手段１０４に蓄積した後に主番組データを視聴時す
る場合に適応される。
【００７３】
　また、番組放送装置１００の送信手段１０２が、主番組データを予め送信した後に、受
信側の視聴時に副番組データを送信する場合にも適応される。
【００７４】



(10) JP 4489269 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

　なお、実施の形態４のように、主番組データと副番組データとを同時には出力しない場
合もあるので、その場合は例えば副番組データ出力後２０分以内などの制限時間を設けて
、その間は主番組データの出力を可能にしてもよい。
【００７５】
　（3）副番組蓄積検査手段実施の形態1の番組放送システムにおいて、副番組データの検
査手段を蓄積段階で行う例を図１２に示す。なお、実施の形態1を示す図１と共通部分に
ついては同符号を付与している。
【００７６】
　副番組蓄積検査手段１２０９は、蓄積手段１０４に副番組データが蓄積されているかを
検査する手段である。番組出力制御手段１０５では、副番組蓄積検査手段１２０９からの
検査結果が、出力しようとしている主番組データより受信日時が新しい副番組データを蓄
積済みでなければ、主番組データを出力手段１０６から出力しないように制御する。
【００７７】
　なおここでは、番組放送装置１００の送信手段１０２が、主番組データ及び副番組デー
タを予め送信しておき、受信側の蓄積手段１０４に蓄積した後に主番組データを視聴時す
る場合に適応される。
【００７８】
　［実施の形態９］実施の形態８では番組受信装置１０１に番組出力制御手段１０５及び
検出手段１００９、１１０９、１２０９を設けることによって、副番組データを視聴しな
がらでなければ主番組データを出力できない構成とした。本実施の形態では、蓄積手段１
０４に蓄積された情報を盗み見ても無意味な情報しか得られないようにするために、番組
放送装置１００から主番組データを送信する時に暗号化してから送信するようにしたもの
である。このようにすれば、蓄積手段１０４には暗号化された主番組データが蓄積される
ことになるので、盗み見ても正常に出力できる主番組データは得られない。そして副番組
データの送信時に暗号化された主番組データを復号するための復号データである鍵情報も
送信するようにすれば、番組受信装置１０１ではその鍵情報を使うことで主番組データを
復号でき、正常に出力できるようになる。
【００７９】
　本実施の形態の構成図を図１３に示す。なお、実施の形態1を示す図１と共通部分につ
いては同符号を付与している。
【００８０】
　１３０９は番組放送装置１００の送信手段１０２から送信する主番組データを暗号化す
る暗号手段であり、１３１０は番組受信装置１０１の蓄積手段１０４に蓄積されている暗
号化された主番組データを復号するための復号手段である。復号するための鍵情報も暗号
手段１３０９から送信手段１０２と受信手段１０３を経由して復号手段１３１０に送られ
る。この例では、１０４の蓄積手段には暗号化された主番組データが置かれているためこ
の主番組データを盗み見ても無意味なデータしか得られない。蓄積手段１０４に蓄積され
たデータは復号手段１３１０を通じてもとのデータに復号される。
【００８１】
　［実施の形態１０］実施の形態1の番組放送システムを用いた場合、広告主によっては
、単に副番組データが表示されるだけではなく、ユーザー（視聴者）が副番組データの内
容に応じて何らかの反応を返し、その反応を広告主が利用できるような仕組みがあるとよ
い。例えば、番組受信装置１０１にはユーザー（視聴者）の反応を返すボタンを用意して
おき、副番組データ中に「コマーシャルを見終わったらボタンを押して下さい」等のメッ
セージも入れておく。そして実際にボタンが押されたかどうかを調査すれば、熱心にコマ
ーシャルを見ている人を把握することができる。また、ユーザー（視聴者）の反応を返す
ボタンは、単なるボタンではなく、音声入力やキーボード入力ができるようにしておいて
、コマーシャル後に商品名やブランド名等を入力させることも考えられる。
【００８２】
　このような仕組みを実現するための構成図を図１４に示す。なお、実施の形態1を示す
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図１と共通部分については同符号を付与している。
【００８３】
　１４０９は、ユーザー（視聴者）の反応を入力するための視聴者入力手段である。これ
は単なるボタンの場合も考えられるし、ゲーム機用の入力装置によく用いられるカーソル
キー付きのパッドの場合も考えられるし、パソコン用の入力装置によく用いられるキーボ
ードやマウスの場合も考えられるし、マイク等の音声入力装置の場合も考えられる。視聴
者入力手段１４０９から入力されたユーザー（視聴者）の反応は、送信手段１０７から番
組放送装置１００の受信手段１０８に送られ、番組放送装置１００側で、ユーザー（視聴
者）の反応を確認することができる。
【００８４】
　［実施の形態１１］また、前記特開平10-79711号公報に開示されている技術によれば、
番組データに対応した複数の副番組データ候補情報の中から、ユーザー（視聴者）の登録
した嗜好情報に基づいて選択できるものであるが、ユーザー（視聴者）の登録した嗜好情
報が、番組データに対応した副番組データ候補情報に全くヒットしなかった場合には、デ
フォルトの副番組データ（番組が予め用意した副番組データ）を視聴することになる。よ
って視聴する副番組データは、必ずしもユーザー（視聴者）の嗜好の副番組データとは限
らない。
【００８５】
　また、広告主によっては副番組データを無差別に配信するよりも自社の商品・サービス
に興味を持っている可能性が高い人にだけ配りたいと考えるところも多いと考えられる。
【００８６】
　このことを考慮して実施の形態1の番組放送システムを用いた場合、ユーザー（視聴者
）の嗜好を登録しておき、この嗜好内容にしたがって送信する副番組データ内容を選択す
る仕組みにすることもできる。
【００８７】
　このような仕組みを実現するための構成図を図１５に示す。なお、実施の形態1を示す
図１と共通部分については同符号を付与している。１５０９は、ユーザー（視聴者）の嗜
好を登録するための視聴者嗜好登録手段で、１５１０は、ユーザー（視聴者）の嗜好に基
づいて副番組データを選択する副番組選択手段である。
【００８８】
　すなわち、本実施の形態は、実施の形態１０の視聴者入力手段１４０９（図１４参照）
を、視聴者嗜好登録手段１５０９として用い、さらに番組放送装置１００に副番組選択手
段１５１０を設けたものである。
【００８９】
　ユーザー（視聴者）の嗜好とは、例えば「旅行が好き」や「クラシック音楽が好き」と
いう類のものであり、広告主はこの情報に基づいて副番組データを送信したいユーザー（
視聴者）を選択することができる。嗜好の登録方法には様々な方法が考えられるが一例を
説明する。
【００９０】
　まず、ユーザー（視聴者）に「旅行」「スポーツ」「音楽」等について、「好き」か「
嫌い」か「どちらでもない」かを視聴者嗜好登録手段１５０９により選択させ、番組受信
装置１０１に登録しておく。登録された視聴者嗜好情報は、視聴者情報の１つとして、送
信手段１０７から番組放送装置１００の受信手段１０８に送られる。一方広告主は、各副
番組データに対して、その副番組データを送信したいユーザー（視聴者）の嗜好を設定し
ておく。例えば「海外旅行の副番組データは「旅行」が「好き」になっているユーザー（
視聴者）にだけ送信したい」というような設定である。この設定により、副番組選択手段
１５１０が副番組データの送信時に、視聴者情報に基づいた適切な副番組データを選択し
て、番組受信装置１０１に送信することになる。
【００９１】
　なお、実施の形態１から１１における副番組データの例としてコマーシャルを示してい
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るが、コマーシャル以外にも主番組データの番組表等、主番組データ以外の情報も考えら
れる。
【００９２】
　また本発明は、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、適宜上記実施の形
態を組み合わせてもよく、例えば実施の形態８から１１においても、上記実施の形態２か
ら４及び６から７までのような表示を行ってもよい。
【００９３】
　本発明は、主番組データ及び副番組データを送信する番組放送装置において、主番組デ
ータを予め送信した後に、受信側の視聴時に副番組データを送信する送信手段を備えたも
のである。
【００９４】
　本発明の番組放送装置では、主番組データ（コンテンツ）と、副番組データ（コマーシ
ャル）とを時間的に分離して送信する。これにより、コンテンツはコマーシャルに比較し
て大容量のため予め送信しておき高画質で視聴ができる。
【００９５】
　ここで、上記特開平10-79711号公報に開示されている技術によれば、コマーシャルを蓄
積することにより、通常の番組情報よりも高画質なコマーシャルを再生できるという効果
について言及しているが、視聴者にとってコマーシャルが高画質であることは必ずしも望
ましいとは限らない。
【００９６】
　したがって、例えばコマーシャルの画質を低下させるなどして情報量を削減して送信す
れば、ネットワークの回線の混み具合にほとんど左右されないので、コマーシャルを視聴
時に送信しても映像が乱れるような問題は生じない。
【００９７】
　また、コマーシャルを視聴時に送信することによって、最新のコマーシャルを提供する
こともできる。
【００９８】
　また、本発明は、上記の番組放送装置において、主番組データを暗号化すると共に、暗
号化された主番組データを復号する復号データを副番組データに付与する暗号手段を備え
たものである。
【００９９】
　本発明の番組放送装置では、主番組データ（コンテンツ）を暗号化することにより、番
組受信装置側では副番組データ（コマーシャル）を受信しない限り復号できないため、例
えばコマーシャルを見なければコンテンツを出力しないようにできるので、不正コピー等
の著作権問題を防ぐことが可能となる。
【０１００】
　また、本発明は、主番組データ及び副番組データを送信する番組放送装置において、主
番組データ及び副番組データのうちいずれか一方の送信を完了した後に、他方を送信する
送信手段と、主番組データを暗号化すると共に、暗号化された主番組データを復号する復
号データを副番組データに付与する暗号手段とを備えたものである。
【０１０１】
　本発明の番組放送装置では、主番組データ（コンテンツ）を暗号化することにより、番
組受信装置側では副番組データ（コマーシャル）を受信しない限り復号できないため、例
えばコマーシャルを見なければコンテンツを出力しないようにできるので、不正コピー等
の著作権問題を防ぐことが可能となる。
【０１０２】
　また、本発明は、上記の番組放送装置において、視聴者情報に基づいて副番組データを
選択する副番組選択手段を設けたものである。
【０１０３】
　本発明の番組放送装置では、副番組データ（コマーシャル）送信時に、視聴者の嗜好等
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の情報に合わせてコマーシャルを選択して送信することができる。
【０１０４】
　また、本発明は、上記の番組放送装置において、主番組データへの副番組データの挿入
のタイミングを設定する副番組挿入タイミング情報を送信するものである。
【０１０５】
　本発明の番組放送装置では、主番組データ（コンテンツ）を送信する時に、副番組デー
タ（コマーシャル）を挿入するタイミング情報も含めて送信する。従って、番組受信装置
側では、このタイミングに合わせてコマーシャルを表示する。よって、現在テレビ番組で
行われているような、コンテンツをしばらく放送した後に、コマーシャルを短時間放送す
るというパターンの視聴スタイルを提供することができる。
【０１０６】
　また、本発明は、主番組データ及び副番組データを受信して出力する番組受信装置にお
いて、主番組データ及び副番組データを受信する受信手段と、該受信手段により受信され
た主番組データ及び副番組データのうち少なくとも主番組データを蓄積する蓄積手段と、
前記受信手段により受信された主番組データ及び副番組データを出力する出力手段と、前
記蓄積手段に蓄積された主番組データを、副番組データが視聴されると前記出力手段から
出力し副番組データが視聴されないと前記出力手段から出力しないように制御する番組出
力制御手段とを備えるものである。
【０１０７】
　本発明の番組受信装置では、主番組データを蓄積装置に蓄積させて、主番組データ（コ
ンテンツ）とは別に副番組データ（コマーシャル）を受信することにより、コンテンツを
高画質で時間をかけずに番組受信装置側で出力させることができる。さらに、番組出力制
御手段により、蓄積装置に蓄積されたコンテンツを視聴する時には、番組放送装置側から
のコマーシャルも視聴しなければならないので、コンテンツはコマーシャル視聴時にしか
出力手段から出力されない。これにより、ストリーミング方式と同様に、不正コピー等の
著作権問題を防ぐことができる。
【０１０８】
　また、番組放送側からは、視聴時にコマーシャルを送信するなどして、最新のコマーシ
ャルを提供できる。
【０１０９】
　また、本発明は、上記の番組受信装置において、副番組データが受信されているかいな
いかを検査する副番組受信検査手段を設け、該副番組受信検査手段の検査結果によって、
前記番組出力制御手段は、前記蓄積手段に蓄積された主番組データを、副番組データが受
信されていると前記出力手段から出力し副番組データが受信されていないと前記出力手段
から出力しないように制御するものである。
【０１１０】
　本発明の番組受信装置では、視聴者が主番組データ（コンテンツ）を見るときに必ず副
番組データ（コマーシャル）も見なければならないようにするための手段として副番組受
信検査手段を採用している。よって、この副番組受信検査手段を通してコマーシャルが受
信されているかを検査し、コマーシャルが受信されていなければ、番組出力制御手段によ
りコンテンツを出力しないようにできる。
【０１１１】
　また、本発明は、上記の番組受信装置において、副番組データが前記出力手段に出力さ
れているかいないかを検査する副番組出力検査手段を設け、該副番組出力検査手段の検査
結果によって、前記番組出力制御手段は、前記蓄積手段に蓄積された主番組データを、副
番組データが出力されていると前記出力手段から出力し副番組データが出力されていない
と前記出力手段から出力しないように制御するものである。
【０１１２】
　本発明の番組受信装置では、視聴者が主番組データ（コンテンツ）を見るときに必ず副
番組データ（コマーシャル）も見なければならないようにするための手段として副番組出
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力検査手段を採用している。よって、この副番組出力検査手段を通してコマーシャルが出
力されているかを検査し、コマーシャルが出力されていなければ、番組出力制御手段によ
りコンテンツを出力しないようにできる。
【０１１３】
　また、本発明は、上記の番組受信装置において、前記蓄積手段が副番組データも蓄積し
、副番組データが前記蓄積手段に蓄積されているかいないかを検査する副番組蓄積検査手
段を設け、該副番組蓄積検査手段の検査結果によって、前記番組出力制御手段は、前記蓄
積手段に蓄積された主番組データを、副番組データが蓄積されていると前記出力手段から
出力し副番組データが蓄積されていないと前記出力手段から出力しないように制御するも
のである。
【０１１４】
　本発明の番組受信装置では、視聴者が主番組データ（コンテンツ）を見るときに必ず副
番組データ（コマーシャル）も見なければならないようにするための手段として副番組蓄
積検査手段を採用している。よって、この副番組蓄積検査手段を通してコマーシャルが蓄
積手段に蓄積されているかを検査し、番組出力制御手段により、コマーシャルが蓄積され
ていなければコンテンツを出力しないようにできる。
【０１１５】
　さらに、その副番組蓄積検査手段にて、蓄積手段に蓄積されたコンテンツ及びコマーシ
ャルの受信日時を検査して、コンテンツよりも受信日時の新しいコマーシャルが蓄積され
ていなければコンテンツを出力しないなど、最新のコマーシャルを視聴者が視聴するよう
にできる。
【０１１６】
　また、本発明は、上記の番組受信装置において、暗号化された主番組データを副番組デ
ータに含まれる復号データにより復号する復号手段を設けたものである。
【０１１７】
　本発明では、番組放送装置側は主番組データ（コンテンツ）を暗号化してから送信し、
その暗号を復号するための復号データは副番組データ（コマーシャル）情報を送信すると
きに一緒に送信する。これにより、コンテンツをコピーしても、コマーシャルと一緒に送
信される復号データがないとコンテンツを出力しないようにできる。
【０１１８】
　また、本発明は、上記の番組受信装置において、視聴者情報を入力する視聴者情報入力
手段と、該視聴者情報入力手段に入力された視聴者情報を送信する送信手段とを設けたも
のである。
【０１１９】
　本発明の番組受信装置では、視聴者が副番組データ（コマーシャル）を見たかどうかを
番組放送装置側に知らせるための情報等の視聴者情報を入力する視聴者入力手段と、それ
を送信する送信手段とを備える。これにより、例えば番組放送側は視聴者がコマーシャル
を見ているかどうかを、番組受信装置側の視聴者入力手段で入力する確認データによって
確認できる。
【０１２０】
　よって、どの視聴者がどのコマーシャルを見たかの情報が番組放送側に送信されるため
、番組放送側では、例えば、コンテンツを見た回数に応じてスポンサー料が広告主からコ
ンテンツ提供者に送られる仕組みを作ることができる。
【０１２１】
　また、視聴者情報として視聴者の嗜好を視聴者情報入力手段に入力すれば、番組放送側
でその嗜好に合わせてコマーシャルを提供することもできる。
【０１２２】
　また、本発明は、上記の番組受信装置において、主番組データへの副番組データの挿入
のタイミングを設定する副番組挿入タイミング情報を受信し、前記出力手段による主番組
データの出力時に、前記番組挿入タイミング情報に合わせて、主番組データの途中に副番
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組データを挿入する副番組挿入手段を設けたものである。
【０１２３】
　本発明では、番組放送側から主番組データ（コンテンツ）を送信する時に、副番組デー
タ（コマーシャル）を挿入するタイミング情報も含めて送信されれば、このタイミングに
合わせてコマーシャルを表示できる。
【０１２４】
　また、本発明は、上記の番組受信装置において、前記出力手段は、主番組データ用の領
域に主番組データを表示させると共に、副番組データ用の領域に副番組データを表示させ
て、主番組データと副番組データとを分割表示させるように表示出力するものである。
【０１２５】
　本発明の番組受信装置では、主番組データ（コンテンツ）や副番組データ（コマーシャ
ル）を画面に出力する際に、画面をコンテンツ用の領域とコマーシャル用の領域とに分割
することで、それぞれの領域にコンテンツとコマーシャルを重ならないように同時に表示
できる。
【０１２６】
　また、本発明は、上記の番組受信装置において、前記出力手段は主番組データに副番組
データをスーパーインポーズして表示出力するものである。
【０１２７】
　本発明の番組受信装置では、出力装置は主番組データ（コンテンツ）内容を画面一杯に
表示するが、副番組データ（コマーシャル）を表示するときにはコマーシャルの情報をコ
ンテンツ画面に重ねて出力する。これにより、視聴者はコンテンツを画面一杯のサイズで
表示ができ、コマーシャルが出力されるときだけ、コマーシャルをコンテンツ画面にスー
パーインポーズして表示できる。
【０１２８】
　また、本発明は、主番組データ及び副番組データを送信する番組放送装置と該番組放送
装置から送信された主番組データ及び副番組データを受信して出力する番組受信装置とか
らなる番組放送システムにおいて、前記番組放送装置は、主番組データ及び副番組データ
のうちいずれか一方の送信を完了した後に、他方を送信する送信手段を備え、前記番組受
信装置は、主番組データ及び副番組データを受信する受信手段と、該受信手段により受信
された主番組データ及び副番組データのうち少なくとも主番組データを蓄積する蓄積手段
と、前記受信手段により受信された主番組データ及び副番組データを出力する出力手段と
、視聴時に、前記蓄積手段に蓄積された主番組データを、副番組データが視聴されると前
記出力手段から出力し副番組データが視聴されないと前記出力手段から出力しないように
制御する番組出力制御手段とを備えるものである。
【０１２９】
　本発明では、番組放送装置側は主番組データ（コンテンツ）と副番組データ（コマーシ
ャル）とを時間的に分離して送信する。これにより、番組放送装置側ではコンテンツ送信
時にコマーシャルを混在して送信する必要がなくなる。一方、番組受信装置側ではコンテ
ンツはコマーシャルに比較して大容量のため、蓄積装置に蓄積しておく。そして、視聴者
は蓄積装置に蓄積されたコンテンツを視聴する時には、番組出力制御手段の出力制御によ
って番組放送装置側からのコマーシャルを視聴しなければならないので、コンテンツはコ
マーシャル視聴時にしか出力手段から出力されない。これにより、一括ダウンロード方式
と同様に、回線の混み具合に影響されることなく、高画質な主番組データの視聴が可能と
なる。
【０１３０】
　さらに、ストリーミング方式と同様に、不正コピー等の著作権問題を防ぐことができる
。
【０１３１】
【発明の効果】
　以上のように、本発明によれば、視聴者にとっては蓄積された高画質な主番組データ（
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コンテンツ）を、回線の混み具合に左右されることなくいつでも楽しむことができる。
【０１３２】
　また、コンテンツ提供者にとっては、副番組データ（コマーシャル）無しではコンテン
ツを見ることができないので不正コピー等の著作権問題を防ぐことができる。加えて、ど
の視聴者がどのコマーシャルを見たかの情報が番組放送装置側に送信されるようにして、
コンテンツを見た回数に応じてスポンサー料がコマーシャル提供者からコンテンツ提供者
に送られる仕組みを作ることができる。
【０１３３】
　また、コマーシャル提供者にとっては、番組放送装置側では放送時にコンテンツとコマ
ーシャルをわけて送信するので、視聴者がコンテンツを見るときには確実にその時点での
最新のコマーシャルを視聴者に見てもらえる。加えて、視聴者の嗜好情報も把握するよう
にすれば、自社の商品・サービスに興味を持っている可能性が高い人にだけに配ることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１の番組放送システムの基本構成図である。
【図２】　実施の形態２における画面を主番組データ領域と副番組データ領域に分けて表
示した場合を説明する図である。
【図３】　実施の形態３における主番組データが画面全体に表示されている時に、副番組
データをスーパーインポーズして表示した場合を説明する図である。
【図４】　実施の形態４における副番組挿入タイミング情報の一例を説明する図である。
【図５】　実施の形態５における番組受信装置が主番組データを蓄積する時の処理フロー
を示す図である。
【図６】　実施の形態５における番組受信装置が主番組データを出力する時の処理フロー
を示す図である。
【図７】　実施の形態６における画面を主番組データ領域と副番組データ領域に分けて表
示する場合に、副番組データ領域を複数に分けて表示できることを説明する図である。
【図８】　実施の形態６における副番組データ領域を複数に分けて表示する時の番組受信
装置側の処理フローを示す図である。
【図９】　実施の形態７における主番組データを表示する時間と副番組データを表示する
時間を分けることで主番組データも副番組データも画面全体に表示する場合の番組受信装
置側の処理フローを示す図である。
【図１０】　実施の形態８における番組放送システムに副番組受信検査手順を設けた基本
構成図である。
【図１１】　実施の形態８における番組放送システムに副番組出力検査手順を設けた基本
構成図である。
【図１２】　実施の形態８における番組放送システムに副番組蓄積検査手順を設けた基本
構成図である。
【図１３】　実施の形態９における番組放送システムに主番組データの暗号化／複合化手
順を設けた基本構成図である。
【図１４】　実施の形態１０における番組放送システムに視聴者入力手順を設けた基本構
成図である。
【図１５】　実施の形態１１における番組放送システムに視聴者嗜好登録手順を設けた基
本構成図である。
【符号の説明】
１００ 番組放送装置
１０１ 番組受信装置
１０２ 番組放送装置の送信手段
１０３ 番組受信装置の受信手段
１０４ 蓄積手段
１０５ 番組出力制御手段
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１０６ 出力手段
１０７ 番組受信装置の送信手段
１０８ 番組放送装置の受信手段
１００９ 副番組受信検査手段
１１０９ 副番組出力検査手段
１２０９ 副番組蓄積検査手段
１３０９ 暗号手段
１３１０ 復号手段
１４０９ 視聴者入力手段
１５０９ 視聴者嗜好登録手段
１５１０ 副番組選択手段

【図１】 【図２】

【図３】
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